
成約済の物件や、申込が入り商談中の物件など「現在、申し込めば契約がで

きる」状態にない物件につきまして、速やかに掲載削除をして下さい。

本件は ポータルサイト広告適正化部会（ ※ ）が統一テーマにて発信しております。

＜同部会参加会社＞ アットホーム株式会社、株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ、

株式会社ＬＩＦＵＬＬ、 株式会社リクルート住まいカンパニー

※ポータルサイト広告適正化部会については、下記URLよりご確認いただけます。

https://www.sfkoutori.or.jp/portal_bukai/

いよいよ繁忙期を迎え、物件の入れ替わりが激しくなっています。

物件情報の内容確認と最終情報への更新を定期的にお願いします。

確認の際は、建物名だけではなく号室まで特定して確認して下さい。

～【重要】繁忙期、メンテナンスをお忘れなく！～

Ｑ. オーナーより「申込がキャンセルになる可能性がある。
広告掲載を続けて欲しい」と依頼されました。掲載は問題ないですか？

Ａ. いかなる理由があったのとしても、申込済の物件を広告掲載することはできません。
申込のキャンセルが確定した後に、掲載を再開して下さい。

◆成約済の物件は掲載できません

特に賃料・敷金・礼金・諸費用などの金銭に関する契約条件は、

カスタマーにとって重要な情報です。

変更があった際は速やかに修正をして下さい。

◆取引条件は最新情報に即修正

事実と異なる情報の掲載は、エンドユーザーの信頼を失います。

「忙しいから」と広告をおろそかにしないよう、メンテナンスをお願いします！


